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宮城県地域防災計画〔原子力災害対策編〕の修正について ＜平成２４年度における修正状況＞

５ｋ

１０ｋｍ

３０ｋｍ

■国の動向 H24.9.19 原子力災害対策特別措置法改正及び原子力規制委員会設立 H24.10.31 原子力災害対策指針の決定

■県の動向 H24.11.20及びH25.1.9 防災会議原子力防災部会 H24.11～12 関係機関に意見照会 H25.1.18 防災会議幹事会議 H25.2.1 防災会議（修正を承認）

①原子力災害対策重点区域の導入

（旧）防災対策重点地域（ＥＰＺ）

・発電所から８～１０ｋｍを中心に防災対策を

準備

（現在）原子力災害対策重点区域

〔ＰＡＺ：予防的防護措置を準備する区域 〕

・発電所から概ね５ｋｍ

②防護措置の新しい判断基準の導入

〔ＥＡＬ：緊急時活動レベル〕

放射性物質放出前の段階で避難等の予防的防護措置を

講ずるための判断基準で，発電所の状態等で設定

〔ＯＩＬ：運用上の介入レベル〕

放射性物質放出後，緊急時モニタリング結果と照らし併せ

平成２４年度における主な修正の経緯

（従来） 発電所敷地境界の放射線量率などで判断

涌谷町

登米市
南三陸町

美
里
町

石巻市

女川町

区 域 対 象 市 町 （下段は人口（人）） 概算人口(人)

旧
ＥＰＺ
（10km）

女川町
約10,000

石巻市
約8,000

約 18,000

現

ＰＡＺ
（5km）

女川町
約1,100

石巻市
約900

約 2,000

ＵＰＺ
（30km）

女川町

約7,200

石巻市

約151,500

登米市

約10.600

東松島市

約36,800

涌谷町

約800

美里町

約100

南三陸町

約2,300
約210,000

東北電力株式会社
女川原子力発電所

５ｋｍ発電所から概ね５ｋｍ

・放射性物質放出前の防護措置を準備

〔ＵＰＺ：緊急時防護措置を準備する区域〕

・発電所から概ね３０ｋｍ

・放射線による確率的影響のリスクを最小限に

抑えるための防護措置を準備

て判断するための基準で，線量率など計測可能な値で設定

緊 急 事 態 区 分 ＥＡＬの例

警 戒 事 態
非常用母線への交流電源が１系統に
なった場合 （想定されている例）

施設敷地緊急事態
原子炉停止中に原子炉水位が非常用
炉心冷却装置の作動水位まで低下

全 面 緊 急 事 態
照射済燃料集合体貯蔵プールの水位
が，燃料集合体の露出水位まで低下

種類 設定値の例 内 容

O I L 1 500μSv/h 避難や屋内退避

O I L 2 20μSv/h 一時移転

O I L 4 β線 40,000cpm 皮膚等の除染

O I L 6 300Bq/kg（ヨウ素） 飲料水等の摂取制限

飲食物ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 0.5μSv/h 飲食物測定地域の特定

〈

Ｅ

Ａ

Ｌ

〉

東松島市

〈

Ｏ

Ｉ

Ｌ

〉

－１－



【Ｈ２５年度の修正過程と今後のスケジュール】
：国の動き ：県の動き

宮城県地域防災計画〔原子力災害対策編〕の修正について ＜平成２５年度の修正過程＞

緊急時モニタリング補足資料検討，関係機関への意見照会原
子
力
災
害
対
策
指
針

改
正
案
提
示

H25
4.10

原
子
力
災
害
対
策
指
針
改
正

7.196.5 9.5

安
定
ヨ
ウ
素
剤
補
足
資
料
決
定

原
子
力
災
害
対
策
指
針
改
正

PPAに係る
方針等（未定）

防
災
会
議
幹
事
会
議

防

災

会

議

内
閣
総
理
大
臣
へ
の
報
告

原
子
力
防
災
部
会

12.25
H26
1.20

原
子
力
防
災
対
策
連
絡
会
議

（関
係
市
町
と
情
報
共
有
，
検
討
）

原
子
力
規
制
庁
等

に
お
け
る
検
討
状
況

原
子
力
災
害
対
策
指
針
説
明
会

（関
係
市
町
と
の
情
報
共
有
等
）

4.25

緊
急
時

活
動
レ
ベ
ル

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

緊
急
被
ば
く
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議

（修
正
案
の
確
認
）

2.5

原
子
力
事
業
者

防
災
業
務
計
画
確
認

緊急時
活動ﾚﾍﾞﾙ

10.29 11.19

ヨウ素剤
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

10.9

原
子
力
防
災
担
当
課
長
会
議

（情
報
共
有
等
）

7.25

原
子
力
防
災
担
当
課
長
会
議

11.21

防
災
会
議
関
係
者
，
県
内
全
市

町
村
他
関
係
機
関
に
意
見
照
会

10.9

安
定
ヨ
ウ
素
剤
補
足
資
料
修
正

ヨ
ウ
素
剤

ヨ
ウ
素
剤

宮城県地域防災計画 修正案作成

会）

【修正案に関するこれまでの主な審議等】

審議等 ①関係機関への意見照会 ②宮城地区緊急被ばく医療ネットワーク会議 ③防災会議原子力防災部会 ④防災会議幹事会議

構成員・
関係者

※順不同
一部略称

・防災会議及び同幹事会議関係機関
・防災会議原子力防災部会関係機関
・県内各市町村，関係消防本部
・内閣府原子力防災専門官，原子力
規制庁地方放射線モニタリング対策
官，同女川規制事務所

・指定公共機関
など （87機関120部署）

・一般財団法人杜の都産業保健会理事長（会長）
・東北大学医学系研究科・医学部，東北薬科大学，東北
福祉大学

・東北大学病院，自衛隊仙台病院，石巻赤十字病院，女
川町地域医療センター，大崎市民病院，登米市民病院，
宮城県立循環器・呼吸器病センター，宮城県立がんセン
ター，国立病院機構仙台医療センター，石巻市病院局

・社団法人石巻市医師会，宮城県放射線技師会
・航空自衛隊松島基地第４航空団司令部，石巻地区広域
行政事務組合消防本部 など

・副知事（部会長），学識経験者
・原子力災害対策重点区域
（3市4町）首長

・第二管区海上保安本部長，宮城県
警察本部長，石巻地区広域行政事
務組合消防本部消防長，日本放送
協会仙台放送局長，仙台管区気象
台危機管理調整官
など

・指定地方行政機関
・陸上自衛隊
・宮城県教育委員会
・宮城県警察本部
・宮城県市長会，町村
会，消防協会，消防
長会

・指定公共機関
・指定地方公共機関
など

審議・反
映等状況

各機関から寄せられた意見をもとに
事務局素案を修正

事務局素案のうち安定ヨウ素剤予防服用に関する箇所
を中心に確認を受け，指摘事項をもとに素案を修正

・①及び②を踏まえた修正案の審議
・③を踏まえた修正案
の審議

②① ③

－２－

④



【安定ヨウ素剤予防服用体制を区域に応じて構築】

宮城県地域防災計画〔原子力災害対策編〕の修正について ＜平成２５年度の主な修正内容＞

地
域
防
災
計
画

（各章への反映）

第１章 総 則

第２章 原子力災害事前対策

第３章 緊急事態応急対策

第４章 原子力災害中長期対策

原
子
力
規
制
委
員
会

「原子力災害対策指針」の改正状況（原子力災害対策の枠組み）

H25.2.27 ●ＥＡＬ及びＯＩＬの導入（反映済）

○安定ヨウ素剤事前配布の必要性 など

H25.6. 5 ○緊急時モニタリング体制・運用方法

○安定ヨウ素剤の予防服用体制 など

H25.9. 5 ○ＥＡＬの全面修正

緊急時活動レベルの全面修正（第１章第４節）

【緊急事態区分に該当する個々のＥＡＬを全面修正】

□警戒事態に該当するＥＡＬを追加

（緊急事態区分）

①警戒事態（Alert）

②施設敷地緊急事態（Site Area Emergency）

③全面緊急事態（General Emergency）

安定ヨウ素剤（修正箇所：第2章第17節、第3章第7節及び第10節等）

涌谷町

登米市
南三陸町

石巻市

UPZ：備蓄

原子力規制委員

会の判断に基づ

き配布・服用

緊急時モニタリング体制（第２章第９節、第３章第６節）

【国による緊急時モニタリングの統括】

涌谷町

登米市
南三陸町

巻市

緊急時モニタ

リングセンター

国

空域

海域

EAL

ヨウ素剤 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

□事前配布に係る説明会の開催

・ＰＡＺ内住民が対象

・副作用等に係る医師からの説明

・安定ヨウ素剤を必要量のみ配布

□紛失等に備えた予備の備蓄

□緊急時の配布体制の構築

・医療関係者等の関与の下で配布

□緊急時の副作用に係る対応

□警戒事態に該当するＥＡＬを追加

（旧）・震度６弱以上の地震、大津波警報（明示）

・施設の状態に応じたＥＡＬは例示のみ

（新）・地震・津波に加え、警戒事態に該当する

施設の状態に応じたＥＡＬを詳細に規定

□各施設ごとのＥＡＬを細密化

（例）使用済燃料貯蔵プール

□その他

・通信設備に関するＥＡＬの追加など

□ＥＡＬを計画本編に盛り込み

・本編第１章に表形式で整理し，規定

①警戒事態 ②施設敷地緊急事態 ③全面緊急事態

旧 なし なし
燃料集合体が露出
する水位まで低下

新
一定の水位
まで低下

(1) 水位が維持不能
(2) (1)の恐れがある
が、水位測定不能

燃料集合体頂部から
２メートルの位置ま
で水位低下

美里町

東松島市

石巻市

女川町

5km

30km

PAZ：事前配布

原子力緊急事態

(全面緊急事態)

段階で服用

□緊急時モニタリングセンターの導入

・原子力規制委員会が統括し、各機関が役割を分担

・県は緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画を定めて，連携して対応

□緊急事態区分及びＯＩＬに基づくモニタリング

①平常時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ強化及び緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ準備

②緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ立ち上げ、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ開始

③OILによる防護措置のための緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施

□状況に適した緊急時モニタリングの実施

・緊急時モニタリング実施計画の策定／改定

美里町

東松島市

石巻市

女川町

5km

30km

自治体

事業者

他機関

海域

（ 協 力 ）
東北電力株式会社
女川原子力発電所

－３－
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宮城県地域防災計画〔原子力災害対策編〕の修正について 

＜修正内容に関する補足事項＞ 

 

１ 緊急事態活動レベルの全面修正 

 

(1)各緊急時活動レベルの修正（第 1 章第 4 節） 

 各緊急時活動レベルについて，原子力災害対策指針（平成 25年 9 月 5日改正）に基づき修

正を実施した。 

区分 現計画における緊急時活動レベル 

警 

戒 

事 

態 

①原子力施設等立地道府県において、震度６弱以上の地震が発生した場合 

②原子力施設等立地道府県において、大津波警報が発令された場合 

③原子力規制庁の審議官又は原子力防災課事故対処室長が警戒を必要と認める原子炉施設の

重要な故障等 

（想定される具体例は次のとおり） 

・非常用母線への交流電源が一系統（例えば、原子炉の運転中において、受電して 

いる非常用高圧母線への交流電源の供給が一つの電源）になった場合 

・原子炉の運転中に非常用直流電源が一系統になった場合 

・１次冷却材中の放射性ヨウ素濃度が所定の値を超えた場合 

・原子炉水位が有効燃料長上端未満となった場合 

・自然災害により次の状況となった場合 

－プラントの設計基準を超える事象 

－長期間にわたり原子力施設への侵入が困難になる事象 

④その他原子力規制委員長が原子力規制委員会原子力事故警戒本部の設置が必要と判断した

場合 

施
設
敷
地
緊
急
事
態 

①原子炉冷却材の漏えい。 

②給水機能が喪失した場合の高圧注水系の非常用炉心冷却装置の不作動。 

③蒸気発生器へのすべての給水機能の喪失。 

④原子炉から主復水器により熱を除去する機能が喪失した場合の残留熱除去機能喪失。 

⑤全交流電源喪失（５分以上継続）。 

⑥非常用直流母線が一となった場合の直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が５分

以上継続。 

⑦原子炉停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置が作動する水位まで低下。 

⑧原子炉停止中に原子炉を冷却するすべての機能が喪失。 

⑨原子炉制御室の使用不能。 

全
面
緊
急
事
態 

①原子炉の非常停止が必要な場合において、通常の中性子の吸収材により原子炉を停止するこ

とができない。 

②原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止する全ての機能が喪失。 

③全ての非常用炉心冷却装置による当該原子炉への注水不能。 

④原子炉格納容器内圧力が設計上の最高使用圧力に到達。 

⑤原子炉から残留熱を除去する機能が喪失した場合に、原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪

失。 

⑥原子炉を冷却する全ての機能が喪失。 

⑦全ての非常用直流電源喪失が５分以上継続。 

⑧炉心の溶融を示す放射線量又は温度の検知。 

⑨原子炉容器内の照射済み燃料集合体の露出を示す原子炉容器内の液位の変化その他の事象

の検知。 

⑩残留熱を除去する機能が喪失する水位まで低下した状態が１時間以上継続。 

⑪原子炉制御室等の使用不能。 

⑫照射済み燃料集合体の貯蔵槽の液位が、当該燃料集合体が露出する液面まで低下。 

⑬敷地境界の空間放射線量率５μSv／ｈが 10分以上継続。 

修 正 内 容 

各
段
階
の
対
応
関
係
を
整
理
し
，
追
加
・
詳
細
化

通
信
設
備
等
に
関
す
る
項
目
の
追
加

具
体
的
に
規
定 

修正後の EAL は資料 8

〔原子力災害対策編〕

の 4 頁～6 頁を参照 
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(2)用語の統一（各章各節） 

 原子力災害対策指針で規定されている緊急事態区分（警戒事態，施設敷地緊急事態，全

面緊急事態）と従来から使用されている表現（特定事象，原子力緊急事態）の整理を行い，

緊急事態区分を基本とした記載に整理・適正化した。 

 

(3)計画本編への取り込み（第 1章第 4節） 

 原子力規制委員会では，緊急時活動レベル及び運用上の介入レベルについて，引き続き

必要に応じて見直しを行う方針としているが，今回の緊急時活動レベルの修正によって，

国際基準に対応する判断基準が一定程度網羅されたと判断し，計画本編への取り込みを実

施することとした。 

 

 

２ 安定ヨウ素剤の予防服用体制 

 

(1)事前対策に係る規定 

・市町と連携し，PAZ 内に事前配布するための安定ヨウ素剤の管理及び紛失等に対する予備

の備蓄を行う。 

・事前配布を行うにあたっては説明会を開催することとし，原則として医師から説明を行う

とともに，調査票や問診等によりヨウ素剤服用不適切者等の把握に努め，必要量を配布す

る。 

・県及び市町は，事前配布した安定ヨウ素剤について使用期限ごとに回収し，再配布する。 

・市町と連携し，緊急時における配布を行うにあたり，適切な場所に安定ヨウ素剤を備蓄す

る。 

・緊急時配布のための安定ヨウ素剤についても，使用期限ごとに更新する。 

・事前配布を希望しない者がいる場合や地域の実情により事前配布に代えて緊急配布の措置

を講じる必要があると認められる場合も考慮した上で，配布の方法等を検討する。 

 

(2)緊急時の対応 

・PAZ 内に事前配布された安定ヨウ素剤は，原子力緊急事態に至った場合，直ちに服用の必

要性を原子力規制委員会が判断し，原子力災害対策本部から服用が指示されるため，県及

び市町はこれを住民に伝達する。 

・安定ヨウ素剤の緊急時における配布・服用についても同様の指示がされるため，県及び市

町はこれを住民に伝達する。 

・この際，医療関係者等の関与の下で緊急時における安定ヨウ素剤の配布を行う。 

・県現地本部医療班の医療関係者等は，これに協力するとともに，副作用発生時における対

応（応急措置や医療機関への搬送）を実施する。 
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３ 緊急時モニタリング体制 

 

(1)事前対策に係る規定 

・緊急時モニタリングは原子力規制委員会の統括の下で実施する。 

・県は，モニタリング設備等の整備・維持を行うとともに，緊急時モニタリングセンターの

組織を受け入れる環境整備に協力する。 

・県は，県現地本部のモニタリング班が緊急時モニタリングセンターの下で分担された役割

を担えるように連携その他必要な事項を定める。 

・このため，緊急時モニタリングの実施にあたり，国の検討結果を踏まえ，新たに緊急時モ

ニタリング計画を策定する。 

・県は，ＳＰＥＥＤＩネットワークシステムの整備・維持に努め，大気中拡散計算結果を防

護対策の参考にする体制とする。 

 

(2)緊急時の対応 

・県は，警戒事態等に至った場合，平常時モニタリングを強化し，緊急時モニタリングの準

備を行う。 

・県は，施設敷地緊急事態に至った場合，県現地本部モニタリング班を設置するとともに，

緊急時モニタリングセンター立上げに協力する。また，緊急時モニタリング計画に基づき，

速やかに緊急時モニタリングを開始する。 

・県は，全面緊急事態に至った場合，防護措置に併せてモニタリングの実施地点を適宜変更

するほか，ＯＩＬに基づく防護措置のためのモニタリングを実施する。 

・県は，原子力災害の状況に応じたモニタリングを実施するための緊急時モニタリング実施

計画が定められた後は，これに基づいて緊急時モニタリングを実施する。 

・緊急時モニタリングの実施にあたっては，モニタリング結果に基づき，また，大気中拡散

計算等を参考として，対象区域等を決める。 

 

 

４ その他の修正事項（主なもの） 

 

(1)地方放射線モニタリング対策官との連携（第 2 章第 4 節） 

 原子力規制庁組織規則（平成 25 年 3 月 29 日改正，4 月 1 日施行）において，地方放射線

モニタリング対策官が原子力規制庁に位置付けられたことを踏まえ，地方放射線モニタリン

グ対策官との連携について規定した。 

 

(2)避難時間推計シミュレーションの結果を踏まえた規定（第 1 章第 5 節の 2，第 2 章第 13

節，第 3章第 2節・第 7節） 
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 避難時間推計シミュレーションの結果によると，段階的な避難が有効な場合があることか

ら，地理的状況を踏まえた段階的な避難についても検討できるよう，必要な箇所を修正した。 

 

(3)原子力災害対策に係る体制等の変更（第 3章第 3節） 

 原子力災害発生時又は原子力災害が発生する可能性がある各段階において構築することと

なる各本部体制について，複合災害時にも必要な要員を確保し，災害対策を講ずることがで

きるように修正した。 

・災害対策本部での情報収集等を強化するため，事務局内に専用チームを設置 

・現地本部での連絡調整に必要な要員を確保しつつ他災害を含めて対応できるように，現地

本部要員の一部役職を変更するとともに，災害対策本部及び支部・地域部側の体制を強化 

・警戒配備段階から人員配置等の調整を行えるように関係課を体制に追加 

・自然災害による配備基準と原子力災害による配備基準の関係について明確化 

以 上 


